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諮問庁：秋田県知事 

諮問日：令和７年 ５月 ９日（諮問第４６号） 

答申日：令和７年１０月 ８日（答申第４７号） 

事件名：照会記録に関する保有個人情報の開示をしない旨の決定処分に対する

審査請求に関する件 

 

答   申 

 

第１ 審査会の結論 

   秋田県知事（以下「実施機関」という。）が、２０２０年９月から現在に

至るまでに、秋田県あきた未来創造部移住・定住促進課（以下「移住・定住

促進課」という。）職員が秋田県国民健康保険団体連合会（以下「国保連」

という。）に対して、請求者本人の個人情報を照会した記録（以下「本件対

象情報」という。）について、令和７年３月６日付け保有個人情報の開示を

しない旨の決定処分（以下「本件処分」という。）において、開示請求に係

る個人情報が記載された行政文書を保有していないとして全部を開示しな

いこととしたことは妥当である。 

 

第２ 諮問に至る経緯 

 １ 開示請求の内容 

   審査請求人は、令和７年２月２０日、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号。以下「法」という。）第７７条第１項の規定により、

実施機関に対し、２０２０年９月から現在に至るまでに、秋田県庁の職員が

国保連に対して、審査請求人本人の個人情報を照会した記録の開示請求を

行った。 

２ 実施機関の決定 

   実施機関は、令和７年３月６日、上記１の開示請求に対し、法第８２条第

２項の規定に基づき、本件処分を行い、審査請求人に通知した。 

３ 審査請求 

   審査請求人は、令和７年３月２０日、行政不服審査法（平成２６年法律第

６８号）第２条の規定に基づき、本件処分を不服として、実施機関に対し審

査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 ４ 諮問 

   審査庁（実施機関）は、令和７年５月９日、法第１０５条第３項において

読み替えて準用する同条第１項の規定により、本件審査請求について、秋田

県個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問した。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 
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 １ 審査請求の趣旨 

   審査請求の趣旨は、実施機関が行った本件処分を取り消すとの裁決を求

めるというものである。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求の理由は、審査請求人から提出された審査請求書及び反論書に

よるとおおむね次のとおりである。 

  (1) 審査請求書による主張 

   ア 移住・定住促進課から本件処分を通知された。 

   イ 移住・定住促進課は、その理由を「２０２０年９月から現在に至るま

でに、同課職員が国保連に対して、請求者本人の個人情報を照会してお

らず、開示請求に係る個人情報が記載された行政文書を保有していな

いため。」としている。 

   ウ しかしながら、２０２０年９月から２０２３年８月にかけて、審査請

求人が○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ 

   エ 上記の特定の病名は、医師の診断書の傷病名と食い違っており、秋田

市と国保連が保有している診療報酬明細書にのみ記載されていた病名

である。 

   オ 秋田市は、審査請求人による個人情報開示請求を受けて、既に個人情

報を開示しており、今回の情報漏えいとは無関係であることが証明さ

れている。 

   カ 国保連は、秋田県知事から指導監督される立場にあり、秋田県庁は今

回の情報漏えいに関与している可能性がある。 

   キ 以上の点から、本件処分の取り消しを求めるため、本審査請求を提起

した。 

  (2) 反論書による主張 

   ア 国保連が保有している審査請求人の診療報酬明細書に記載されてい

た傷病名を、国保連の職員は正当な理由なく漏えいさせました。 

     その結果として、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○ 

     このような病歴に関する個人情報は、法第２条第３項の「要配慮個人

情報」に該当する情報であり、不当な差別や偏見、その他の不利益を防

止するために、第三者に提供することは固く禁止されています。 
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   イ 診療報酬明細書にのみ記載されていた傷病名の拡散 

     国保連が正当な理由なく要配慮個人情報を漏えいさせた結果、診療

報酬明細書にのみ記載されていた○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 

     また、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

     この行為により、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○要配慮個人情報が広く拡散してしまいまし

た。 

   ウ 診療報酬明細書の傷病名と診断書の傷病名の不一致 

     本件で重要なのは、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○と記載されている

事実を、当事者である審査請求人が全く関知していなかった点です。 

     審査請求人は、診療報酬明細書を作成した秋田市の担当医師からは、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○当時の秋田市の担当医師の説明によると、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

と記載したとのことでした。 

     審査請求人本人、および、審査請求人の親族も関知していない○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

     また、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○故に、診療報酬明細書の傷病名が流出してい

たことは間違いありません。 
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   エ 漏えい元は国保連 

     国保連と同様に、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○診療

報酬明細書を保有している「秋田市」は、審査請求人による個人情報の

開示請求を受けて、審査請求人の個人情報へのアクセスログを既に開

示しており、開示された情報から潔白が証明されています。 

     ○○○○○○○○○○○○○という傷病名が記載されている審査請

求人の診療報酬明細書を保有しているのは、国保連のみとなるので、傷

病名の漏えい元は国保連だと断定できます。 

     尚、国保連は、審査請求人による、○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

   オ 秋田県知事の監督責任 

     国保連は秋田県知事から指導監督される立場にあり、秋田県知事に

は、国保連による審査請求人の個人情報の漏えいに対する監督責任が

あります。 

   カ 結論 

     上記のとおり、国保連の正当な理由のない個人情報の漏えいが不当

な差別や偏見を惹起し、審査請求人の職場環境を著しく害した結果、審

査請求人は長期間にわたり精神的苦痛を受けることになりました。 

     また、○○○○○○○○○○○が広く拡散してしまったことにより、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○審査請求人は

言われのない差別と偏見に晒され続け、経済的な利益の損失が生じて

います。 

     ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○この事業を

遂行する際に国民健康保険の診療報酬明細書の情報を、本人の許可な

く取得し拡散することを正当化する相当の理由は、存在しません。そし

て、秋田県知事には、個人情報を漏えいさせた国保連を指導監督する義

務があります。 

     したがって、本件審査請求は認容されるべきものと考えます。 

 

第４ 実施機関の説明の要旨 

   実施機関は、本件対象情報について開示をしない旨の決定を行った理由

について、弁明書及び口頭意見陳述において、次のように説明している。 

 １ 本件処分の理由について 

   ２０２０年９月から現在に至るまでに、移住・定住促進課職員が国保連に

対して、請求者本人の個人情報を照会しておらず、開示請求に係る個人情報
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が記載された行政文書を保有していないため。 

 ２ 審査請求の理由に対する弁明について 

   審査請求人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○この点について、当時

の担当が審査請求人から相談を受けていたが、審査請求人の希望により相

談内容は県内部にとどめていることから、その内容について国保連への照

会は行っていない。 

   そのため、開示請求に係る個人情報が記載された行政文書を保有してい

ないとし、開示をしない旨の決定処分を行ったことについて、違法又は不当

な点はない。 

 ３ 結論 

   したがって、上記１のとおり、本件審査請求は、棄却されることが適当で

あると考える。 

 ４ 口頭意見陳述での説明 

   移住・定住促進課の当時の担当者は、審査請求人から相談を受けていたが、

病名が明かされたかは定かではなく、当人から相談内容を口外しないよう

求められていたことから、相談記録を作成しておらず、その内容について他

部所との情報共有や国保連への照会も行っていない。 

 

第５ 調査審議の経過 

 １ 令和７年 ５月 ９日 諮問の受付 

 ２ 同  年 ６月１７日 審議 

 ３ 同  年 ７月２４日 実施機関による意見陳述 

 ４ 同  年 ８月２１日 審議 

  ５ 同  年１０月 ２日 審議 

 

第６ 審査会の判断の理由  

 １ 本件対象情報について 

   実施機関は、開示請求に係る個人情報を保有している可能性がある事務

担当課室を移住・定住促進課及び健康づくり推進課国保医療室と特定した

上で、そのうち、本件処分では、移住・定住促進課職員が国保連に対して、

請求者本人の個人情報を照会した記録を開示請求の対象情報として特定し

たものである。 

   事務担当課室の特定については、開示請求書の記載及び請求者（審査請求

人）への開示請求に至った経緯の聴取によって特定を行ったものであり妥

当であると認められる。 

   次に、実施機関は、本件処分の理由について、２０２０年９月から現在に
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至るまでに、移住・定住促進課職員が国保連に対して、請求者本人の個人情

報を照会しておらず、開示請求に係る個人情報が記載された行政文書を保

有していないとしていることから、以下、本件処分の妥当性について検討す

る。 

 ２ 本件処分の妥当性について 

   審査請求人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○その特定の病名は、秋田市と

国保連が保有している診療報酬明細書にのみ記載されていた病名であり、

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○国保連の職員が正当な理由な

く漏えいさせたためであって、国保連は実施機関である秋田県知事から指

導監督される立場にあることから、実施機関は当該情報漏えいに関与して

いる可能性があると主張する。 

   これに対し、実施機関は、移住・定住促進課の当時の担当者は、審査請求

人から相談を受けていたが、当人から相談内容を口外しないよう求められ

ていたことから、相談記録を作成しておらず、その内容について他部所との

情報共有や国保連への口頭や書面での照会も行っていないと説明するとこ

ろ、審査請求人からの相談を受けて同課職員が審査請求人の個人情報につ

いて国保連に対して照会を行ったり、診療報酬明細書を閲覧したりする必

要性は乏しいと考えられるから、これらの実施機関の説明に不自然、不合理

な点があるとは認められない。また、同課の所掌事務において国保連の保有

する診療報酬明細書データにアクセスする等の権限は無いため、当該デー

タの閲覧記録を保有していないことは明白である。 

   また、そのほかに移住・定住促進課において、本件対象情報を保有してい

ることをうかがわせる事情も認められない。 

   以上のことから、審査請求人が求める個人情報が記載された行政文書は

保有していないとして、本件対象情報について全部を開示しないこととし

たことは妥当であると認められる。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は、実施機関である秋田県知事が国保連を指導監督する立場

にあることから、国保連による審査請求人の個人情報の漏えいに対する監

督責任がある旨主張するが、秋田県知事が国保連を指導監督する立場にあ

るとしても、そのことは本件処分の当否に影響するものではないから、この

点の審査請求人の主張は採用できない。 

   そのほかに審査請求人は種々の主張をしているが、いずれも当審査会の

判断を左右するものではない。 

 ４ 結論 
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   以上により、当審査会は「第 1 審査会の結論」のとおり判断した。 

   

第７ 答申に関与した委員 

区 分 氏   名 職     名 

 小野寺 倫 子 秋田大学教育文化学部准教授 

会  長 面 山 恭 子 弁護士 

会長代理 加 藤   謙 弁護士 

 佐々木 俊 幸 弁護士 

 鈴 木 明 文 秋田県医師会顧問 

 


